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一定の大きさや重さを超える車両（特殊車両）については、道路構造の保全や交通安

全のため、通行に際し道路管理者の許可が必要です。（別紙－１参照） 

しかし、無許可や違法な状態で走行している車両が見受けられ、重量違反車両が道

路に及ぼす影響は、舗装で４乗、RC床版で１２乗となり、仮に、大型車両１台が、軸中１

０トンの基準よりも２トン超過した場合、舗装に対しては約２台分、ＲＣ床版に対しては約

９台分の疲労が蓄積します。 

そのため、これらの車両について、適正な運行がなされるように指導取締を実施しま

すのでお知らせします。 

 平成２６年５月９日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、国民の財

産である道路をきわめて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用して物流を支える方に

はより使いやすくといったメリハリの効いた取り組みを進めています。（別紙－２参照） 

国土交通省 HP http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_00420.html 

  ●日   時   平成３０年６月８日（金） １４：００～１６：００   

雨天等により指導取締を中止する場合があります。 

●実施場所   一般国道２号（下り） 西条管理所 

          （東広島市西条町下三永地内 ） 

●協   力   広島県警察本部 東広島警察署 

●そ の 他   報道解禁は、６月８日（金）１６：００としますので、ご協力をお願い

します。指導取締を行っている時のカメラ取材は、可能です。 

（問い合わせ先） 

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 

            副所長     荒木
あ ら き

 勲
いさお

 

【 担 当 】 管理第一課長  村上
むらかみ

 祐二
ゆ う じ

 

             TEL(082) 281 -4131  FAX(082) 286-7901 

 

【広報担当】 計画課長    亀岡
かめおか

 敏和
のりかず

 

               TEL(082）281‐4131   FAX(082）286‐7897 

     ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/ 

 

特殊車両の指導取締を実施します！ 

～違反車両撲滅のため取締を強化～ 

広島国道事務所からの 
お  知  ら  せ 

 

平 成 3 0 年 6 月 8 日１６：００解禁 

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_00420.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/


※１　取締り箇所位置図

至 高屋ＩＣ

至 三原市

至 広島市

至　呉市 　出典：「電子国土」（国土地理院）

※２　取締り箇所図

　出典：「電子国土」（国土地理院）

取締箇所 国道２号（下り） 

西条管理所 

（東広島市西条町下三永） 

取締箇所 国道２号（下り） 

西条管理所 

（東広島市西条町下三永） 

東広島・呉自動車道

 国道２号  至 三原市 至 広島市 

 国道２号 



※3　取締り箇所詳細図

至 広島市 至 三原市

　　　　取材時の駐車場所
管理所

国道２号

重量計

 倉 
 

 庫 



長さ測定 高さ測定

幅測定

※ 掲載の車両写真は、
取締の状況写真であり、違反車両の
写真ではありません。

（４月から３月まで）

昨年度広島国道事務所管内の特殊車両指導取締は次のとおりです。

措置命令 警告

検測状況

国道２号

国道２号
大竹車両計量所
（大竹市黒川一丁目）

47

平成２９年度の取締結果

33 1 32

国道185号
呉取締基地

16 8 0 8

1 58
　

（呉市広本町一丁目）

合計
　

86 59

違反台数路線 取締場所 取締台数

西条管理所
23 18 0 18

（東広島市西条町下三永）







 

 

  

   

 

 
 
 
 
 

○道路法１０４条（無許可）により、１００万円以下の罰金 等 

 （参考）悪質な重量制限違反者への告発（レッドカード）について 

０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影
響は全交通の約９割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要
因となっている。 
 

軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当 
 

背 景 

※車両総重量20tを超える違反車両 

0

99.7%0.3%

8.5%91.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

劣化への影響は重さの12乗に比例

← 過積載大型車両 遵守車両

過積載大型車両 遵守車両

通行台数

劣化への影響度

自動計測装置
（全国39箇所
に設置）の
データから試
算 

【図  道路橋の劣化に与える影響】 

基準の２倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇨現地取締りで違反を確認した場合は告発 
(ﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞ） 

告発による罰則 

※総重量の基準は、車種毎に単車(新規格車以外)：20t、単車 新規格車：25t、トレーラ連結車：26tとする。 

 

◆車両総重量が「基準×２」以上の車両 
なお、特車通行許可車両は、「基準×２＋（許可総重量－基準）」 

○車両総重量の一般的制限値（国管理道路は最大２７ｔ）を基準とし、下記に該当する場合には、
当該総重量違反の事実をもって告発（レッドカード）の対象とします。（基準については、車両制
限令第３条並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令第１条及び第１条の２に掲げる表中のうち該当す
る総重量による） 

27t 

基準＝一般的制限値２７ｔ（セミトレーラ連結車（バン型）の例） 

27t 基準×２＝５４ｔ 

レッドカード条件：「総重量54t以上」 ○無許可のセミトレーラ連結車（バン型）でのレッドカード例 

※ なお、車両総重量が基準の２倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、
通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認さ
れた場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。 

※ 車両制限令第３条第２項に定める｢特例５車種｣以外の車両に係る一般的制限値（基準）は、最大２５ｔ（国管理道路の場合） 

34 

告発対象者の条件 

別紙－２ 


